
 

東郷町小規模企業及び中小企業振興補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、東郷町小規模企業及び中小企業振興基本条例（令和２年東郷

町条例第２号。以下「条例」という。）の理念に基づき、中小企業者等による経

営基盤の強化及び経営の革新に係る新たな取組を促進し、もって地域経済の持続

的な発展及び町民の生活の向上に寄与するため、予算の範囲内において東郷町小

規模企業及び中小企業振興補助金（以下「補助金」という。）を交付することに

ついて、東郷町補助金等交付規則（昭和５６年東郷町規則第２号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 中小企業者等 条例第２条第１号及び第２号に規定する者をいう。 

⑵ 新価値創造 業態の転換、新市場若しくは顧客の開拓又は町が認める地域課

題の解決に資する取組をいう。 

⑶ 人的資本経営 人材の価値を最大限に発揮させることで中長期的な企業価値

を高める経営手法をいい、人材の確保、従業員の資質向上、職場環境の改善又

は多様な人材の活用を図る取組をいう。 

⑷ ＤＸ推進 デジタル技術の活用、省人化等による業務の効率化を図る取組を

いう。 

⑸ 事業継続 ＢＣＰ（事業継続計画）の策定、サイバーセキュリティ対策その

他不測の事態への備えを図る取組をいう。 

⑹ 支援機関 条例第２条第３号及び第５号に規定する者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 町内で１年以上事業を営む中小企業者等であること。 

⑵ 町税の滞納がないこと。 

⑶ 東郷町暴力団排除条例（平成２４年東郷町条例第２７号）第２条第２号に規



 

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第１号に規定する暴力

団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

⑷ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条に規定する営業を行っていないこと。 

⑸ 補助金の交付を受けた後も、町内において継続して事業を営む意思があるこ

と。 

（補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、第

２条第２号から第５号までに規定する取組とし、その内容は別表に定めるとおり

とする。 

２ 補助対象経費は、別表に掲げる経費のうち、補助対象事業の実施に要するもの

として町長が適当と認めるものとする。 

３ 補助金の額は、補助対象経費（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）

に別表に定める補助率を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）とし、別表に定める補助上限額を限度とする。 

４ 補助金の交付は、同一の補助対象者に対し、申請年度を含む３か年度内におい

て、別表に定める補助対象事業ごとにそれぞれ１回を限度とする。 

（交付申請兼実績報告） 

第５条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業の完了

後速やかに、東郷町小規模企業及び中小企業振興補助金交付申請書兼実績報告書

（様式第１）に、支援機関の確認書その他当該様式に定める書類を添えて、町長

に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による提出は、原則として補助対象事業が完了した日の属する年度

の２月末日までに行わなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、こ

の限りでない。 

３ 町長は、前２項の規定にかかわらず、予算の執行状況により、前項に規定する

期間内であっても補助金の受付を終了することができる。 

（交付決定及び額の確定） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当



 

と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、東郷町小規模企業及び

中小企業振興補助金交付決定兼額確定通知書（様式第２）により通知するものと

する。 

２ 前項の規定により補助金の交付が適当でないと認めたときは、東郷町小規模企

業及び中小企業振興補助金不交付決定通知書（様式第３）により、補助金の申請

者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第７条 前条第１項の規定により通知を受けた者は、速やかに東郷町小規模企業及

び中小企業振興補助金交付請求書（様式第４）を町長に提出しなければならない

。 

２ 町長は、前項の規定により請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付

するものとする。 

（補助対象事業の公表） 

第８条 補助金の交付を受けた者は、本補助対象事業で得られた成果を他の中小企

業者等に広めるため、町が実施する広報や事例集への掲載等に協力しなければな

らない。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第９条 町長は、規則第１４条第１項各号のいずれかに該当するもののほか、この

要綱に定める事項に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取

り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還

させなければならない。 

（書類の保存） 

第１０条 補助金の交付を受けた者は、規則第８条第１項に規定する書類を整備し

、補助対象事業の完了後５年間（以下「保存期間」という。）保存しなければな

らない。 

（財産処分の制限） 

第１１条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業により取得し、又は効用が増

加した財産のうち、取得価格又は効用の増加額が単価５０万円（消費税及び地方

消費税を除く。）以上のものについては、保存期間内は、町長の承認を受けない



 

で、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保

に供してはならない。 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、次に掲げ

る規定については、当該各号に定める期間、なおその効力を有する。  

⑴ 第７条第２項の規定による補助金の交付 全ての交付事務が完了するまでの 

間 

⑵ 第９条の規定による交付決定の及び補助金の返還 ⑶及び⑷に規定する期間

が満了するまでの間 

⑶ 第１０条の規定による書類の保存 同条に規定する保存期間が満了するまで

の間 

⑷ 第１１条の規定による財産処分の制限 同条に規定する保存期間が満了する

までの間 



 

別表（第４条関係） 

補助対象事業 事業内容 補助対象経費 
補助率及び

補助上限額 

新価値創造 業態転換、新市場・顧客の開

拓、地域課題の解決に係る以

下の事業 

ア 業態転換・新市場開拓 

イ 地域課題解決 

設備・備品購入費

、広告宣伝費、展

示会出展料、外注

費、依頼試験費、

システム構築費等 

３分の２ 

（上限５０

万円） 

人的資本経営 多様な人材の活躍、従業員の

資質向上等の新しい試みに係

る以下の事業 

ア 人材確保 

イ 人材育成・制度 

ウ 職場環境改善 

副業兼業に係るマ

ッチング費用、専

門家謝金、研修受

講料、資格試験受

験料、設備導入費

等 

２分の１ 

（上限２０

万円） 

ＤＸ推進 デジタル技術の活用や省人化

等の新しい試みに係る事業 

ソフトウェア導入

費、システム構築

費、デジタル機器

購入費、クラウド

利用料等 

２分の１ 

（上限２０

万円） 

事業継続 事業継続に資する計画策定等

の新しい試みに係る以下の事

業 

 ア ＢＣＰ策定 

 イ サイバーセキュリティ 

   対策 

専門家謝金、ソフ

トウェア導入費等 

２分の１ 

（上限２０

万円） 

補助対象外経費 

汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと特定できないもの 

経常経費とみなされるもの 



 

補助対象経費と明確に区分ができないもの 

人件費、旅費、修繕費、振込手数料、各種保険料、申請者自らが施工する工事費

及び自社内部・資本関係にあるもの等と密接な関係を有するものとの取引に係る

費用 

国、県、他の地方公共団体又はその他団体等から補助金等の交付を受け、又は受

けることが決定しているもの 

 

 

 


